
 記入例 

様式第１－１号（第９条関係）【防犯灯・防犯カメラ】 

 

年 月 日 

 

 新見市長  様 

 

申請者                     

住所又は所在地   

団体名及び代表者氏名   

(個人の場合は氏名)   

 

 

 新見市防犯対策支援事業補助金の交付を受けたいので、同交付要綱第９条第１項の

規定により次のとおり申請します。 

新 規 設 置  ・  更 新 設 置 

防 犯 灯  ・  防犯カメラ 

 

〒  

 

〒 

 

  

新見市  

          台 

    円 

     円 

 年   月  日 

 年   月  日 

※要綱別表第６に定める必要書類を添付すること。 



 記入例 

様式第２号（第９条関係） 

 

 

○計画書 

防 犯 灯 防犯カメラ 

行政地区等 

（団体） 

行政地区等 

（団体） 

市 民 

（個人） 

新見市 

地内 

新見市 

地内 

新見市 

番地 

  
 

台 台 １ 台 

年 月 日 年 月 日 年  月  日 

 

 

○収支予算 

 

団体・個人負担金 円  

補 助 金 円  

そ の 他 円  

計 円  

施 工 費 円  

防 犯 対 策 品 費 円 (単価)  円× 台 

そ の 他 円  

計 円  

 ※収入と支出の合計額が同じになるように記載してください。 

  



 

記入例 

  □□  町内会 防犯カメラ管理・運用規程（案） 

 

１ 趣旨  

  この要領は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次項に定める設置目的を達

成するため、岡山県が策定した「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラ

イン」に沿って、次の場所に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し必要な

事項を定めるものとし、もってその適正な設置運用を図るものとする。 

設置場所 

 

 

 

 

２ 設置目的 

  防犯カメラは、  □□  町内における不審者対策や街頭犯罪の防止の

ために設置するものとし、他の目的での利用を禁止する。 

 

３ 管理責任者等 

① 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置くものとする。 

② 管理責任者は、  ▽▽ ▽▽        とする。 

③  管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置くもの

とする。 

④  操作取扱者は、  ◇◇ ◇◇        とする。 

⑤  管理責任者の責務は次のとおりとする。 

ア 防犯カメラの設置運用により生じたあらゆる事態について、設置者が

全ての責任を負うことを関係者に周知・徹底すること。 

イ 画像等により知り得た情報の漏えい又は不正な使用の防止のための 

 必要な措置に関すること。 

ウ 操作取扱者に関する指導、監督に関すること。 

エ その他画像等の適正な取扱いに関すること。 

 

４ 設置の場所等 

① 設置の場所及び設置台数 

別紙配置図のとおり、次の場所に防犯カメラを設置する。 

新見市 新見■■■ 番地先ポール柱 

新見市 新見■■■ 番地先ポール柱 １台 

地区の役員が望ましく、必ず別人に

してください（地区総代、副総代等） 



 

記入例 

② 設置の表示 

防犯カメラの撮影区域の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載し   

た表示板を掲示する。表示板には設置者名を記載するものとする。 

③ 記録機器等の設置 

記録機器及び記録媒体等は、防犯カメラ本体及び施錠可能な収納ボック

スに施錠のうえ保管しなければならない。なお、収納ボックスの鍵は、管

理責任者から指定された者が確実に管理することとする。 

 

５ 画像等の処理 

① 記録機器で録画された画像は、原則として外部への持ち出しを禁止する。 

②  画像の保存期間は  １週間 とする。ただし、管理責任者が特に必要

があると認める場合、保存期間を延長することができる。 

③  保存期間を経過した画像等は、上書き等により速やかにかつ確実に消去

するものとする。 

④  記録された記録媒体を廃棄する場合には管理責任者を含め複数人で完全

に消去されたことを確認のうえ廃棄する。 

 

６ 画像等の利用及び提供の制限 

 記録された画像等は、設置目的以外の目的のために利用しないものとする。

また、次の場合を除き、第三者へ閲覧させ、提供しないものとする。 

① 法令に基づく場合。 

②   人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために必要と  

認められる場合。 

③   捜査機関から犯罪捜査のため、情報提供を求められた場合。 

なお、記録された画像等を利用する場合は、利用日時、利用者、利用理由、

利用する画像の内容等を別紙様式（画像等利用簿）に記録して保管するも

のとし、第三者へ閲覧させ又は提供する場合も同様とする。 

 

７ 保守点検 

  防犯カメラの機能維持のため、１２か月ごとに保守点検を行うものとする。 

 

８ 問い合わせ・苦情等の処理 

  管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理に関する問い合わせ・苦情等を受

けたときは、迅速かつ誠実に対応するものとする。 

 

この規定は、令和  年  月  日から実施する。 

最低限の期間として１週間～１カ月が必要です 

 

最低１年に１回 

 

申請時は空欄で可。工事完了後の実績報告

書提出時に日付を入れてください。 



 

記入例 

別紙様式           

 

 

 

 

画像利用簿 ※太枠内は利用者（提供依頼者）が記載のこと 

利用（提供）日時     年    月    日       時    分 

利
用
者
（提
供
依
頼
者
） 

団 体 名  

住 所  

責任者氏名  

連 絡 先  

利 用 理 由  

利 用 期 間 年    月    日      時    分まで 

利 用 方 法  □ 閲覧のみ     □ 提供（記録媒体） 

利用する画像 

デ ー タ 内 容 

年    月    日      時    分から 

年    月    日      時    分までの画像 

そ の 他 

 

 

管理責任者 

※提供の場合、返却日時、返却者の署名を記載のこと 



 
記入例 

【団体用】 

 

 

防犯カメラの管理・運用についての確約書 

 

防犯カメラの管理・運用にあたっては、岡山県が定めた「防犯カメラの設

置及び運用に関するガイドライン」に沿って行うとともに、このガイドライ

ンに基づいた「防犯カメラ管理・運用規程」において、プライバシーを保護

するための明確な基準を定め、遵守します。 

なお、防犯カメラの管理・運用から生ずるあらゆる事態について、全ての

責任を負います。 

 

 

 

 

 令和 ●年 ４月 ５日 

 

新 見 市 長 様 

 

          申請者（自署） 

             住所又は所在地 新見市新見３１０番地３ 

             団体名及び代表者氏名 □□町内会    

                       総代 ○○ ○○       

           



 
記入例 

【防犯カメラ用（土地・建物：団体）】 

 

 □□町内会 

 総代 ○○ ○○ 様 

 

 

防犯カメラ設置承諾書 

 

 

標記の件について下記のとおり承諾します。 

 

記 

 

１ 場  所  新見市  新見■■■  番地先 

（別紙図面のとおり） 

 

２ 設置物件  ・高さ ５ｍのポール柱 

・防犯カメラ設備一式 

 

３ 設置期間  令和 ●年 ４月３０日から６年間とする 

（ただし、終了１年前に双方から解除の申し入れがない場合には自動的に１ 

年毎の期間が延長されるものとする。） 

 

４ 費  用  使用料は無料とする 

        （ただし、設置期間終了後は設置者の費用で取り外して返却するものとする。） 

 

 

 

 

 

令和 ●年 ４月３０日 

 

新見市 新見▲▲▲    番地 

 

（所有者） △△ △△      

 

※私有地・私有物件に承諾を得て設置す

る場合に書面を交わしてください。 




